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毎
年
８
月
１
日
現
在
の
世
帯

状
況
と
前
年
中
の
所
得
額
や
世

帯
の
収
入
に
基
づ
い
て
、
受
診

時
の
一
部
負
担
金
の
割
合
（
１

割
ま
た
は
３
割
）
の
見
直
し
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
が
送
付

さ
れ
た
方
は
、
そ
れ
ま
で
お
持

ち
の
被
保
険
者
証
は
お
返
し
く

だ
さ
い
。

※
変
更
に
な
る
前
の
被
保
険
者

証
を
誤
っ
て
医
療
機
関
に
提

示
し
診
療
を
受
け
た
場
合
は
、

再
度
、
支
払
額
の
清
算
が
必

要
と
な
り
、
一
部
負
担
金
の

差
額
の
返
還
を
求
め
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　
所
得
に
よ
る
判
定
で
３
割
負

担
に
該
当
し
た
方
で
も
、
収
入

額
が
一
定
の
基
準
額
に
満
た
な

い
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
負
担

が
１
割
と
な
り
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る

方
に
は
、
申
請
書
を
お
送
り
し

ま
す
の
で
、
担
当
窓
口
で
軽
減

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
所
得
が
一
定
基
準
よ
り
低
い

世
帯
の
方
に
は
、
申
請
に
よ
り

入
院
時
の
自
己
負
担
額
や
食
事

代
な
ど
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
減
額
を
受
け
る
場
合
は
、
医

療
機
関
へ
被
保
険
者
証
と
合
わ

せ
て
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」
を
提
示
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必

要
な
方
は
担
当
窓
口
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
の
期
限
は
７
月

３１
日
で
す

　　
期
限
が
過
ぎ
て
い
て
引
き
続

き
認
定
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

す
ぐ
に
申
請
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

※
申
請
が
遅
れ
た
場
合
や
医
療

機
関
へ
の
提
示
し
な
か
っ
た

場
合
の
食
事
代
な
ど
に
つ
い

て
は
、
原
則
と
し
て
、
入
院

時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
の
払
い

戻
し
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
後
期
高
齢
者
医
療
担
当

　
大
方
総
合
支
所

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所

蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

一
部
負
担
金
の
割
合
が
変
更

に
な
っ
た
方
は
、
新
し
い
保

険
証
が
届
き
ま
す

一
部
負
担
金
の
割
合
軽
減

後
期
高
齢
者
医
療
の
一
部

負
担
の
割
合
の
見
直
し

入
院
時
の
自
己
負
担
額
な
ど

の
減
額

後
期
高
齢
者
医
療

の
し
く
み

（
長
寿
医
療
）

後
期
高
齢
者
医
療

の
し
く
み

（
長
寿
医
療
）

シ
リ
ー
ズ
笆

保険証の
こと

　
遺
言
の
ほ
か
、
相
続
、
金
銭
・

不
動
産
の
貸
借
、
離
婚
に
伴
う
養

育
料
・
財
産
分
与
・
年
金
分
割
、

高
齢
者
な
ど
の
財
産
管
理
の
相
談

な
ど
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す

の
で
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　日
時
　

　
７
月

２７
日（
日
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
※
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

場
所

　
中
村
公
証
役
場

　
四
万
十
市
中
村
大
橋
通
６
―

３
―

７

　
第
１
と
ら
や
ビ
ル
４
階

相
談
担
当
者

　
高
知
地
方
法
務
局
所
属

　
中
村
公
証
役
場
公
証
人

○
ご
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
中
村
公
証
役
場

　
蕁
３
４
―
１
７
２
８

　
ひ
と
り
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

「
人
と
の
つ
き
あ
い
が
ど
う
も
う

ま
く
い
か
な
い
」「
い
ろ
ん
な
こ

と
を
考
え
て
し
ま
っ
て
、
よ
く
眠

れ
な
い
」「
な
に
を
す
る
に
も
い

や
に
な
り
、
家
に
と
じ
こ
も
っ
て

い
る
日
々
が
続
い
て
い
る
」
な
ど
、

心
に
ゆ
と
り
が
な
く
な
っ
て
、
悩

ん
だ
り
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

　
そ
ん
な
時
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

日
時

　
７
月

２２
日（
火
）

　
午
後
１
時

３０
分
〜
午
後
３
時

場
所
　
幡
多
福
祉
保
健
所

相
談
医
　
精
神
科
嘱
託
医

申
込
期
限
　
７
月

１７
日（
木
）

＊
出
張
相
談
を
ご
希
望
の
方
は
申

し
込
み
時
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

＊
お
申
し
込
み
が
多
数
の
場
合
は
、

次
回
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

＊
保
健
師
・
相
談
員
に
よ
る
相
談

は
、
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
幡
多
福
祉
保
健
所 

健
康
障
害
課

　
蕁
３
４
―
５
１
２
４

　
蕁
３
５
―
５
９
７
９

日
曜
・
遺
言
な
ど
公
証
法
律
相
談

心
の
健
康
相
談

相
 

談


